
令和４年度　岡山県職域等に対する自殺予防支援事業

※ご記入いただきました情報は、適正に管理いたします。また、当所からの各種情報提供などに利用することがあります。
　《お知らせ》　来年２月頃の予定で、管理職・人事担当者向けメンタルヘルス対策セミナーを開催いたします。

～メンタルヘルス・ハラスメントのない職場作り研修～　申込書

≪研修内容≫≪研修内容≫

日程時間　希望の日程・時間をご記入ください。講師と調整させていただきます。
講　　師　社会保険労務士　笹井茂樹 氏（津山市）
費　　用　講師料・旅費等は無料（会場費・資料コピー代等はご負担ください。）
定　　員　５事業所（先着順、1事業所1回、2時間まで）定員になり次第締め切ります。
場　　所　お申込みの事業所へ伺います。（研修室・会議室などをご用意ください）
主　　催　津山商工会議所（働き方改革・労働対策委員会／医療福祉部会）

お問合せ　総務課（担当：鈴木）　TEL：0868-22-3141　FAX：0868-23-5356
　　　　　　　　　　　　 メール：info@tsuyama-cci.or.jp

津山商工会議所　総務課宛 【FAX：23-5356　メール：info@tsuyama-cci.or.jp】　　　申込日：　　月　　日

社会保険労務士

笹井 茂樹氏
 -Sasai Shigeki-

企業の財産は、何よりも「人」です。
　２０２２年４月１日に日本の全事業所にパワハラ防止法が適用され、職場のいじめ・嫌がらせに歯止め
をかける措置が義務化されました。パワハラの定義が法律上規定されたことにより、企業も風通しのよい職
場環境を作り、社員同士の信頼関係を築き、コミュニケーションの活性化を図ることがこれまで以上に強く
求められることになりました。ポイントは、自己理解と他者理解を深め、周囲とよりよい人間関係を築くこ
とにあります。ハラスメントの基礎知識やハラスメントが職場に与える影響などを学びませんか。
　職場環境改善の取り組みを進め、メンタルヘルス・ハラスメントのない元気で明るい職場を作ることに
より生産性が向上し、ますます企業の発展に繋がります。是非この機会にお申し込みください。

「社員研修」「社員研修」

実施期間　2022年 7月11日㈪ ～ 2023年 ２月28日㈫まで

お申し込みは、下記に必要事項を記入し送信をお願い致します

～メンタルヘルス・ハラスメントのない職場作り研修《講師派遣》～

のご案内
コロナに負けるな‼ 元気で明るい職場を作ろう

事業所名

所在地

連絡先

日程・時間

希望するテーマ
（レ印）

※当所記入欄

代表者名

〒

電 話 番 号

会社メールアドレス

担当部署課　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご担当者名

第1希望日

第2希望日

□ 職場のメンタルヘルス・ラインケアとセルフケア

□ 職場のハラスメントの予防と対策

□ ハラスメントにならない部下指導法

□ 組織マネジメントに必要なアンガーマネジメント

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受付日：　

：　（　　　　　　）　　 　　　　　－

　：

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　月　　　日　（　　　）　　　　　：　　　　　～　　　　　：

　　　　月　　　日　（　　　）　　　　　：　　　　　～　　　　　：

受講予定者数

（　　　　）名

※終了後に受講者名簿
をご提出いただきます。


